
労働安全衛生基本方針

基本方針

１．当社は、「明るく楽しい職場」を合言葉に、安全衛生への取組み
を経営の最重要課題のひとつとして位置付け、社員一人ひとりが
「安全と健康は経営の基盤である」という認識を持ち、全員参加の
安全衛生活動を積極的に推進します。

２．自動車部品製造会社の一員として、交通事故防止のため、交通安全
活動を全社員一丸となって推進します。

行動指針

１．安全衛生関係法令及び社内基準を遵守し、より一層の安全衛生管理に
努めます。

２．職場の危険有害要因の明確化と対策の優先度を定めるリスクアセスメ
ントを実施し、“災害ゼロ”から“危険ゼロ”の安全で快適な職場づ
くりを推進します。

３．過重労働及びメンタル不調による健康障害を防止するため、衛生管
理体制の充実を図り、社員の健康確保対策を推進します。

４．管理職が中心となり全社員、協力会社社員とのコミュニケーション
を図り、全員参加の安全衛生活動を実行していきます。

５．社員教育及び社内広報活動を通じて、安全衛生意識の高揚に努めます。

６．安全衛生活動の実行に当たっては、適切な経営資源を投入し、効果的
な改善を継続的に実施します。
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